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第２３期第３回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和７年１２月２日（火） １３：３０～  

場 所  福島県水産資源研究所 ３階大会議室 

           （相馬市光陽一丁目１－１４） 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 出席状況報告 

 

４ 議事録署名人選出 

 

５ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 特定水産資源の漁獲可能量の配分について（まあじ、まいわし太平洋系

群及びかたくちいわし太平洋系群）（諮問・答申） 

議案第２号 ひらめ採捕制限に関する委員会指示について 

議案第３号 すくい網漁業に関する委員会指示について 

議案第４号 こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

 

（２）報告事項 

ア 全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果について 

イ 太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平洋広域漁業調整委員会の結果に

ついて 

 

６ 閉会 
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第２３期第３回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和７年１２月２日（火）１３：３０～ 

場 所  福島県水産資源研究所 ３階大会議室 

 

 

 

 
 

選任区分・役職 氏名 会場 所属及び職名 氏名 会場

漁業者（会長） 今野　智光 会場
水産課長（併）
海区事務局長

平田　豊彦 会場

学識経験（会長代理） 鈴木　哲二 会場 水産課主査 平川　直人 会場

漁業者 今泉　浩一 会場 水産課主査 寺本　航 会場

漁業者 狩野　一男 会場 水産事務所長 佐久間　徹 会場

漁業者 平　仁一 会場 水産事務所主任主査 實松　敦之 会場

漁業者 永瀬　哲浩 会場
水産海洋研究
センター所長

山廼邉　昭文 会場

漁業者 久田　要一 会場 水産資源研究所長 後藤　勝彌 会場

漁業者 森田　政利 会場
海区委員会事務局
主幹兼次長（総務）

菅野　学 会場

漁業者 吉田　康男 会場 　〃　次長（業務） 佐藤　太津真 会場

漁業者 渡邊　登 会場 　　　〃　副主査 酒井　理沙 会場

学識経験 鈴木　由美子 会場 　　　〃　主　事 渡部　もも 会場

学識経験 宮﨑　奈穂 会場 　　　〃　主　事 佐藤　琴美 会場

学識経験 渡邊　千夏子 WEB 　　　〃　主　事 新妻　樹 会場

中立 氏居　俊夫 会場 　　　〃　主　事 金子　正子 会場

中立 宮下　朋子 WEB

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等
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第２３期第３回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

日 時  令和７年１２月２日（火）１３：３０～ 

場 所  福島県水産資源研究所 ３階大会議室 
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特定水産資源の漁獲可能量の配分について（まあじ、まいわし太平洋系群 

及びかたくちいわし太平洋系群） 

議案第１号 



５ 

 

 

（別 紙） 

１ 概 要：特定水産資源のうち、まあじ、まいわし太平洋系群及びかたくちいわし

太平洋系群について、国から県に対し、漁獲可能量の配分が見込まれる

ため、福島県資源管理方針（以下、「資源管理方針」という。）に即して、

令和７管理年度の知事管理分の漁獲可能量を設定するもの。 

 

２ 根拠法令等：漁業法第１６条第１項（知事管理漁獲可能量の設定） 

 

３ 策定必要性：特定水産資源である「まあじ」、「まいわし太平洋系群」及び「かたくち

いわし太平洋系群」の令和８管理年度（令和８年１月１日～令和８年 

１２月３１日）の当初配分数量については、同法第１５条第１項第２号

に基づき農林水産大臣が定めるが、知事は、その範囲内において、資源

管理方針に則して知事管理漁獲可能量を定める必要があるため。 

 

４ 策定の内容：農林水産大臣からの配分について、資源管理方針に定める漁獲可能量の

知事管理区分への配分の基準に即して、以下のとおり定める。 

特定水産資源 内  容 

まあじ 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（現行水準）の全量を福島県ま

あじ漁業に配分する。 

まいわし太平洋

系群 

本県に配分された都道府県別漁獲可能量（現行水準）の全量を福島県ま

いわし太平洋系群漁業に配分する。 

かたくちいわし

太平洋系群 

本県に配分された都道府県別漁獲可能量（107,000トンの内数）の全量

を福島県かたくちいわし太平洋系群漁業に配分する。 

 

５ 諮 問 予 定：令和７年１２月２日開催 

        第２３期第３回福島海区漁業調整委員会で諮問 

 

（経過・予定等） 

令和７年10月27日 

令和７年11月 7日 

令和７年11月下旬 

   ～12月上旬 

令和７年12月 2日 

令和７年12月中旬 

令和７年12月末まで 

農林水産大臣から漁業法第１５条第４項に基づく意見照会 

農林水産大臣から都道府県別漁獲可能量の当初配分通知 

都道府県別漁獲可能量の公表（官報掲載） 

 

第２３期第３回福島海区漁業調整委員会諮問・答申 

農林水産大臣へ知事管理漁獲可能量の承認申請・承認通知 

知事管理漁獲可能量の公表（県報登載、水産課ホームページ） 
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福島県告示第    号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第１項の規定により、まあじ、まいわし太平

洋系群及びかたくちいわし太平洋系群に関する令和８管理年度（令和８年１月１日から令

和８年12月31日まで）における知事管理漁獲可能量を次のように定めた。 

 令和７年 月 日 

福島県知事 内堀 雅雄  

一 まあじ 

  知事管理区分 福島県まあじ漁業 

  配分する数量 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（現行水準）の全量 

二 まいわし太平洋系群 

  知事管理区分 福島県まいわし太平洋系群漁業 

  配分する数量 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（現行水準）の全量 

三 かたくちいわし太平洋系群 

  知事管理区分 福島県かたくちいわし太平洋系群漁業 

配分する数量 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（107,000トンの内数）の 

       全量 
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ひらめ採捕制限に関する委員会指示について 
 

福島海区漁業調整委員会指示第 号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第1項の規定により、ひらめの保護増殖を図る

ため、ひらめの採捕等について、次のとおり指示する。 

  令和７年 月  日 

                        福島海区漁業調整委員会                      

会長 今野 智光 

 

一 指示の内容 

 １ 福島県海面において、全長３０センチメートル未満のひらめは、採捕してはなら

ない。ただし、試験研究機関等が試験研究のため採捕する場合は、この限りでな

い。 

 ２ 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、１の規定に違

反して採捕されたひらめ又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならな

い。 

二 指示の有効期間 

  この指示の有効期間は、令和８年１月１日から同年１２月３１日までとする。 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 



１１ 

 

ひらめ採捕制限 委員会指示発動の背景と経緯 

 初発動年：平成５年 

 対象漁業：全漁業種、遊漁 

 対象海域：県内全域 

 

【指示発動までの経過】 

・昭和57年度からヒラメ人工種苗の放流試験を開始。 

昭和62年度以降は、10万尾以上の大規模放流試験を実施。 

・人工種苗放流による経済効果が明らかになると共に、より経済効果を高めるために
は、小型魚の保護が必要であることがわかった。 

・県は、この結果を漁業者関係者へ説明し、協議を重ねた結果、ヒラメ栽培漁業の事業
化と小型魚保護による資源管理の機運が高まり、平成４年に開催された「第42回福島県
漁業協同組合大会」において「ヒラメ栽培漁業事業化」が決議。 

・同年「福島県ヒラメ栽培漁業事業化推進委員会」を県漁連に設立するとともに、「ヒ
ラメ監視委員会」を設置し、栽培漁業と資源管理の実施体制が整備された。 

・平成４年12月25日に開催された第15期第１回海区委員会において、ヒラメの資源管理
を支援するため、全長30㎝規制の委員会指示を発動することが決議。 

   

【指示の概要】 

○ 全長３０ｃｍ未満ひらめの採捕禁止（試験研究のための採捕を除外） 

○ 上記に違反して採捕されたひらめ・その製品の所持、販売、加工禁止 

 

【ヒラメの栽培漁業と資源管理等の経過】 

平成５年：ひらめの全長30㎝規制による資源管理開始。 

栽培事業運営基金の造成、漁業者負担金の徴収を開始。 

平成８年：ヒラメ栽培漁業振興施設が稼働、100万尾の種苗生産開始、以降、毎年 

100万尾の人工種苗放流を継続。 

平成23年：東日本大震災によりヒラメ栽培漁業振興施設が全壊。 

平成24年 ：国及び県の支援を受けて、社団法人新潟県水産振興協会の施設を借り、ヒ
ラメの種苗生産を再開し、平成24年度～28年度まで全長6㎝の種苗10万尾を
相双海域に放流してきた。平成29年度からはいわき海域、平成30年度には双
葉海域での放流を再開し、全長6㎝の種苗5.5万尾を相双海域に、1.5万尾を
双葉海域に、3万尾をいわき海域に放流した。 

平成28年：ヒラメの出荷制限等指示の解除。試験操業の対象種に追加。 

     全長50㎝以上の大型魚に限定して水揚げ。 

平成30年：福島県水産資源研究所が開所。 

令和元年：人工種苗100万尾の放流を再開。 

令和３年：試験操業終了に伴い、全長50㎝の自主サイズ規制の見直し協議。 

（相双地区全長50㎝、いわき地区7/1より全長40㎝） 

 



１２ 

 

【福島県のヒラメ水揚げ状況】 

１ 平成５年の全長30㎝規制、平成８年の栽培漁業事業化により、平成７年以降は安

定した漁獲量となった。 

２ 原発事故後は出荷制限指示等が出され、漁獲ができない期間があったが、平成28

年に出荷制限指示が解除され、同年8月から試験操業の対象種となった。 

令和６年は漁獲量678トン、漁獲金額6.8億円、平均単価1,004円/kgであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ヒラメ漁獲量の推移 

図２ ヒラメ漁獲金額の推移 

図３ ヒラメ平均単価の推移 



１３ 

 

令和７(2025)年度ヒラメ太平洋北部系群の資源評価 （水産研究・教育機構） 

図１ 県別ヒラメ漁獲量の推移（～2024年） 
2024年漁獲量：宮城県（737トン）、茨城県（248トン） 

 

 

図２ 各県のヒラメ漁獲物全長組成（2024年） 
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すくい網漁業に関する委員会指示について 
 
福島海区漁業調整委員会指示第  号 
 
 福島県の地先海面におけるすくい網漁業について、漁業法（昭和24年法律第267号） 第120条

第1項の規定により、次のとおり指示する。 

  令和 年  月  日 

                           福島海区漁業調整委員会 

                                                   会長 今野 智光 

一 操業の承認 

 おきあみ又はいかなごを対象としたすくい網漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごと

に福島海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。ただし、

自家用釣餌料を採捕することを目的とするたもすくい網漁業のためだけに使用する船舶につい

ては、この限りでない。 

二 承認の対象漁船 

  すくい網漁業に係る操業の承認の対象船舶は、総トン数15 トン未満とする。 

三 操業期間 

 操業期間は、おきあみを対象として操業する場合は令和８年３月１日から同年５月３１日まで、いかな

ごを対象として操業する場合は同年３月１日から同月３１日までとする。 

四 制限又は条件 

 １ 操業の禁止区域 

   次に掲げる海域での操業は、禁止する。 

(1) おきあみを対象とする場合は、宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東

9海里の点から双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東5海里の点、いわき市塩屋埼灯台中心点正東

2.5海里の点、同市番所灯台中心点正東3.5海里の点を経て福島県と茨城県との最大高潮時

海岸線における境界点正東5海里の点に至る線以東の海域を除く福島県の海域。 

(2) いかなごを対象とする場合は、(1)の海域及び最大高潮時における富岡川河口中央から正

東の線以南の福島県の海域（県外船舶にあっては、(1)の海域及び最大高潮時における新田

川河口中央から正東の線以南の福島県の海域）。 

 ２ 承認証の備付け及び標識の表示 

 操業の承認を受けた者は、操業に際し、別に定める承認証を船内に備え付け、次に掲げる標

識を船舶の船橋の両側面の見やすい箇所に表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ３ 操業の協定 

 操業の承認を受けた者は、漁場において他種漁業との競合又は操業上の紛争が生じたときは、

関係者と操業協定を締結し、これを遵守しなければならない。この場合において、操業協定が

締結されるまでの間は、競合又は紛争の生じない漁場に移動しなければならない。 

 ４ 漁獲成績の報告 

 操業の承認を受けた者は、操業終了後1月以内に別に定める漁獲成績報告書を委員会に提出

しなければならない。 

五 承認の取消し 

  この指示に違反したときは、承認を取り消すことがある。 

六 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、令和８年３月１日から令和９年２月２８日までとする。 

 

 

福 海 す く い 

７ 第 ○ ○ ○ 号 

20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

 

[注釈] 

下段左の数字は、指示有効期間開

始時の年度とする。 

議案第３号 
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すくい網漁業 委員会指示発動の背景と経緯 
 
 初発動年：昭和54年 
 対象魚種：オキアミ、イカナゴ（コウナゴ・メロウド） 
 承認海域：本県海域の沖合（オキアミ）、相双海域の沖合（イカナゴ） 
【指示発動の経過】 
〈11- 8委員会：S53.4.28〉 
・昭和52年春、昭和53年春に本県沖にオキアミ漁場が形成。おきあみひき網漁業の知事許可移行
のための取扱方針が県から提案されたが、小委員会で検討することに決定。 

〈11- 9委員会：S53.7.29〉 
・おきあみひき網漁業の許可取扱い方針に関する各組合の意見を小委員会から報告。漁場が競合す
るおきあみすくい網漁業の取扱を事務局から提案するも、継続審議。 

〈11-11委員会：S53.11.10〉 
・おきあみひき網漁業の許可取扱い方針を委員会で承認。 
・おきあみすくい網漁業の取扱いについて協議し、イカナゴもすくい網で漁獲されるので、魚種を
特定しないすくい網漁業の委員会指示にすることに決定。 

〈11-12委員会：S54.1.22〉及び〈11-13委員会：S54.3.19〉 
・対象船舶、魚種別操業期間、操業海域等を協議し、第11期第13回委員会で指示発動決定。  

【指示発動の理由】 
・自由漁業のままでは、漁業秩序が維持できない。 
・仙台湾入会協議の進捗が期待できる。 
 

【指示内容の推移】 
開催年月 対象船舶 操業期間 操業海域等 
S54. 3 15㌧未満 ｲｶﾅｺﾞ：4/1～ 5/31     ⇒ 

ｵｷｱﾐ ：4/1～ 5/31     ⇒ 
小底禁止線以深＋原町無線塔以北 
小底禁止線以深 

S54.12  ｲｶﾅｺﾞ：2/1～ 5/31 
ｵｷｱﾐ ：2/1～ 5/31 

 

S55.12 20㌧未満:県内 
15㌧未満:県外 

ｲｶﾅｺﾞ：2/1～ 3/31  

S56.12  ｲｶﾅｺﾞ：          ⇒ 小底禁止線以深＋新田川河口以北 
S58.10  ｲｶﾅｺﾞ：2/1～ 3/31県外船⇒ 

       1/1～12/31県内船⇒ 
小底禁止線以深＋新田川河口以北 
小底禁止線以深＋富岡川河口以北 

S60. 1  ｲｶﾅｺﾞ：2/1～12/31 県内船  
H 2. 1  ｲｶﾅｺﾞ：3/1～ 3/31 

ｵｷｱﾐ ：3/1～ 5/31 
※メロウド紛争による宮城船の操業期間短

縮（＝水産庁指導）による 
H 6. 1 15㌧未満:全て   

【宮城県船の承認状況】 
 
 
 
 

【操業実績】 
・宮城県船の本県海域での操業実績の報告はないが、S56に無承認船を含む86隻が本県におきあ
み2,589 ﾄﾝ（16,550万円）を水揚げした記録がある。 

・県内船では請戸漁協所属船3隻（S58）の操業実績があったが、定着までには至らず。 
【指示の継続理由】 
・宮城､岩手両県では知事許可漁業であり､本県海域において自由漁業とする理由はない。 
・漁業秩序の維持のためには承認漁業の継続が必要。 
・宮城県内の本漁業の許可数は、当時370隻、H25は65隻。R3制限措置公示38隻。 

【承認枠（案）】 

 ・本県船 枠を設けず（従来同様） 
・県外船 宮城県に 26隻（従来同様） 

年次 S54～55 S56 57～H2 3～4 5～7 8 9 10～22 23 H24～R7 

枠数 16 26 26 26 26 26 26 26 26   26 

承認  0 24 26 25 23  0  5 9  9    0 



１８ 

 

こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

 

福島海区漁業調整委員会指示第  号 

 

 福島県の地先海面におけるこうなご電気棒受網漁業について、漁業法（昭和24年法律第267号）

第120条第1項の規定により、次のとおり指示する。 

  令和 年  月  日 

                            福島海区漁業調整委員会 

                                              会長 今野 智光 

一 操業の承認 

  こうなご電気棒受網漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごとに福島海区漁業調整委員

会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。 

二 承認の対象漁船 

  こうなご電気棒受網漁業に係る操業の承認の対象船舶は、総トン数15トン未満とする。 

三 操業期間 

  操業期間は、令和８年４月１日から同月３０日までとする。 

四 制限又は条件 

 １ 操業の禁止区域 

   次に掲げる海域での操業は、禁止する。 

     夏井川磐城舞子橋中央点から正東の線以南の福島県の海域（県外船舶にあっては、夏井川磐

城舞子橋中央点から正東の線以南の福島県の海域及び宮城県と福島県との最大高潮時海岸線

における境界点正東9海里の点から双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東5海里の点、いわき市塩屋

埼灯台中心点正東2.5海里の点、同市番所灯台中心点正東3.5海里の点を経て福島県と茨城県

との最大高潮時海岸線における境界点正東 5 海里の点に至る線以東の海域を除く福島県の海

域）。 

 ２ 承認証の備付け及び標識の表示 

      操業の承認を受けた者は、操業に際し、別に定める承認証を船内に備え付け、次に掲げる標

識を船舶の船橋の両側面の見やすい箇所に表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ３ 操業の協定 

   操業の承認を受けた者は、漁場において他種漁業との競合又は操業上の紛争が生じたときは、

関係者と操業協定を締結し、これを遵守しなければならない。この場合において、操業協定が

締結されるまでの間は、競合又は紛争の生じない漁場に移動しなければならない。 

 ４ 漁獲成績の報告 

   操業の承認を受けた者は、操業終了後1月以内に別に定める漁獲成績報告書を委員会に提出

しなければならない。 

五 承認の取消し 

  この指示に違反したときは、承認を取り消すことがある。 

六 指示の有効期間 

  この指示の有効期間は、令和８年３月１日から令和９年２月２８日までとする。 

議案第４号 

福 海 こ う な ご 

７第 ○ ○ ○ 号 

20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

 

[注釈] 

下段左の数字は、指示有効期間開

始時の年度とする。 



１９ 

 

こうなご電気棒受網漁業 委員会指示発動の背景と経緯 
 
 初発動年：昭和54年 

 対象魚種：コウナゴ（イカナゴの稚魚） 

 承認海域：夏井川以北の沖合海域 

【指示発動までの経過】 

 ・本漁業は、宮城県以北の小型船（5トン未満）により昭和30年代から営まれてきた。 

  ・昭和 53 年 1 月に岩手県行政から、いかつり船の操業不振対策として本県海域でのこうなご電

気棒受網の試験操業（5～15トン型：25隻）の申し入れがなされた。 

  ・11-7 委員会（S53.3.23）で岩手県船の入会(S53)を認めたが、協定違反で入漁船を追い返すト

ラブル等が発生した。 

  ・岩手県から翌年(S54)の入会要望があり、11-11 委員会(S53.11.10）、11-12 委員会(S54.1.22）

で対応を審議し、11-13委員会(S54.3.19）で委員会指示発動が決定された。 

【指示発動の理由】 

  ・本漁業は、岩手・宮城両県では、通称「ランプ網」と呼ばれる知事許可漁業の「火光利用敷網

漁業」として、極めて重要な漁業であることから、本県においても海区承認漁業にすることで、

仙台湾の漁業秩序の維持や相互入会に向けた調整が進むことを期待するもの。 

 

【指示内容等の推移】 

開催年月 対象船舶 操業期間 操業海域等 

S54. 3 15㌧未満 4/ 1～5/31 夏井川以北＋小底夜間操業禁止線以深 

S55. 2  3/15～5/31 夏井川以北＋小底操業禁止線以深 

S56. 1 15 ㌧未満：県外 

20 ㌧未満：県内 

  

S59. 2   県外船      ：夏井川以北＋小底禁止線以深 

県内7～20㌧未満船：夏井川以北＋小底禁止線以深 

県内  ７㌧未満船：夏井川以北 

S62. 1   県外船⇒夏井川以北＋小底操業禁止線以深 

県内船⇒夏井川以北 

H 2. 1  4/ 1～4/30  

H 6. 1 15㌧未満:県内 

  〃              :県外 

  

 

【岩手県船の承認状況】                                                   

年 S54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H元  2  3 4～9 10～12 13 H14～R7 

枠数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 8 2     2 2     2 

承認 18 18 18 14 18 16 17 11 15 8 8 6 0 0     1 2     0 

 

【承認・操業実績】 

・岩手県からの申請は平成に入ってからは低調で平成14年以降は皆無となっている。 

・宮城県内の本漁業(火光利用敷網)の許可数は127隻（H25）。当初より宮城県船の承認枠は設定

していないが、無承認での操業が行われる年が多い。 

なお、過去に宮城県に申請を促して全隻承認を求められ、対応手段がなく今に至っている。 

【指示継続の理由】 

  ・岩手県、宮城県ではイカナゴを対象とした知事許可漁業であり、本県海域において自由漁業と

する理由はない。 

 

【承認枠（案）】 

 ・本県船 枠を設けず（従来同様） 

 ・県外船 岩手県に 2隻（平成4年以降と同様） 
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全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果について 

 

報告事項ア 
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会議結果の概要 

 

○報告事項 

  令和８年度要望活動の結果について 

   全漁調連事務局（山口海区 魚津事務局長、枝廣書記、大谷書記）より、活動結

果、国からの回答について報告があった。 

○第１号議案 

  令和８年度要望事項について 

   ブロック内から提出された要望事項について、提案海区が説明。 

   当海区からは、継続課題として「遊漁者の組織化と遊漁における資源管理」につ

いて提案（次ページ）。提案議題は下記の新規提案も含め全て承認された。 

 

[東日本ブロックでの新規提案事項] 

Ⅰ 海区漁業調整委員会制度について 

・海区漁業調整委員のさらなる専門的、技術的知識が必要となることも想定され 

るため、委員の資質向上を図る研修機会等を設けること。（静岡） 

Ⅳ 沿岸資源の適正な利用について 

  ・国の担当者のみに限定されていたVMS航跡情報の確認について、漁業法第128条に

基づく漁業監督吏員である都道府県の取締担当者と共に確認できるよう、国と都

道府県が連携して漁業取締を行える体制の構築を求める。（東京） 

・マサバ太平洋系群に関する新たな資源管理について、令和６年1 月19 日に国立研

究開発法人水産研究・教育機構が示した「我が国周辺水産資源に関する評価結果」

と比較して、たった1 年で資源評価結果が大きく変わったことに対する納得ができ

る説明を行うこと。また、急激かつ大幅に漁獲量が変更され、漁業者を混乱させる

ようなことがないように、管理の継続性等にも十分配慮を行うこと。（神奈川） 

○第２号議案 

  次期開催海区について 

  令和８年度東日本ブロック会議は、北海道連合海区で開催することが承認された。 

○その他 

  特になし 

○講演 

題目「海区漁業調整委員会の権限と役割」 

水産庁資源管理部管理調整課土方課長補佐より、海区漁業調整委員会についての設置

の根拠や委員の構成、委員会指示等の権限や漁業権設定時における役割等を内容とする

講演があった。 
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太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会及び太平洋広域漁業調整委員会の
結果について 

 

（１）太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会 

 

 

報告事項イ 
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（２）太平洋広域漁業調整委員会 
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